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〇 令和２年度の議会活動等の状況  

 

【定例会、臨時会の開催状況】 

 会   期 会期日数 本会議日数 議案等数 

第１回臨時会 令和 2 年 4 月 23 日 1 1 4 

第２回臨時会 令和 2 年 5 月 1 日 1 1 1 

第３回臨時会 令和 2 年 5 月 13 日 1 1 6 

第４回定例会 令和 2 年 6 月 8 日～6 月 17 日 10 2 40 

第５回臨時会 令和 2 年 7 月 7 日 1 1 2 

第６回定例会 令和 2 年 8 月 31 日～9 月 18 日 19 4 39 

第７回臨時会 令和 2 年 11 月 30 日 1 1 1 

第８回定例会 令和 2 年 12 月 10 日～12 月 24 日 15 4 33 

第９回定例会 令和 3 年 2 月 26 日～3 月 18 日 21 4 37 

 

 

 

 

 

 

 

【審議した内容】 

（提出者） 提出 可決 否決 同意 認定 報告 承認 

予算議案 市長 57 57      

条例議案 
市長 29 29      

議会（委員会）        

一般議案 
市長 18 18      

議会（議員） 1 1      

決算議案 市長 11    11   

人事議案 市長 30   30    

報告 市長 12     7 5 

意見書提出 議会（委員会） 4 2 2     

決議 議会（議員） 1 1      

その他（会議規則など）        

合  計 163 108 2 30 11 7 5 

（請願） 

請願受理件数 審査 採択 不採択 継続審査 審議未了 取下げ 

4 4 3 1    

 

 

 

 

 

 

 

議会の招集は市長が行いますが、議会から市長に対して招集（議会開催）を請求すること

もできます。 

定例会：年間４回（6 月、9 月、12 月、3 月）定期的に議会を開催することが条例で決まって 

います。特に、9 月では前年度の決算、3 月では次年度の予算について審議します。 

臨時会：必要に応じて、臨時的に開催するものです。 

議会での審議方法は、原則的に委員会審査方法で行います。 

審議する議案（条例等）が多岐にわたるため、委員会で専門的、技術的な審査を行うこと

により議会の運営を能率的に行うものです。天童市議会では３つの常任委員会を設置してい

ます。 

天童市議会では、①本会議で提案理由の説明、②所管の常任委員会での審査・採決、③本

会議での採決の流れです。 
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【委員会等の開催状況】                         （日） 

総務教育常任委員会 環境福祉常任委員会 経済建設常任委員会 

議案審査 事務調査など 議案審査 事務調査など 議案審査 事務調査など 

4 9 4 15 3 9 

全員協議会（コロナ支援本

部全体会含む） 
議 会 運 営 

委 員 会 
広報委員会 

 
議長要請 市長要請 

7 14 22 15 

 ※上記のほか各派代表者会 26 日（コロナ支援本部役員会含む）、議員定数・議員報酬 

検討特別委員会 4 日など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【常任委員会等の行政視察等】 

委員会等 日  程 視察内容、視察先  

広報委員会 
令和 2 年

11 月 12 日 
・山形県市議会議長会議会報研修会  （尾花沢市） 

 

 

 

 

 

 

 

委員会等の所管する部課や協議する事項は次のとおりです。 

総務教育常任委員会：総務部、消防本部、教育委員会、選挙管理委員会など  

環境福祉常任委員会：健康福祉部、市民部、天童市民病院 

経済建設常任委員会：経済部、建設部、上下水道事業所、農業委員会 

全員協議会：議長が特に必要と認めた事項（全議員で構成） 

議会運営委員会：議会の運営、議会の条例・規則、議会改革など 

広報委員会：議会だよりの発行、ホームページの内容など 

先進的で魅力ある行政施策を実施している自治体などに、委員会として視察に行っていま

す。視察の成果は、天童市が抱える行政課題の解決や市政への提言等に反映され、今後のま

ちづくりに活かされます。 

なお、令和２年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、常任委員会の行政視察

を中止し、視察旅費及び政務活動費について全額市に返還しました。 


